
令和４年度第３回定例社会教育委員会議事録（議事要旨） 

 

１ 開催日時  令和４年９月29日（木）午後２時～午後３時 

 

２ 開催場所  中央図書館 ２階 視聴覚室 

 

３ 出席者 

 （委 員） 

藤田委員長、鳥居副委員長、𡈽田委員、大塚委員、持永委員、工藤委員、  

渕野委員、室井委員 

（事務局） 

生涯学習部長、生涯学習部次長、生涯学習課長兼青少年センター所長、 

市民スポーツ課長、郷土博物館長、高洲公民館長、中央図書館長、 

青少年課長、生涯学習係（４名） 

 

４ 傍聴人 なし 

 

５ 議題 

（１）報告事項 

 １）「第２次浦安市生涯学習推進計画・浦安市生涯スポーツ推進計画」に係る

施策事業の進捗状況について（令和４年度第２回定例社会教育委員会議の

際の質疑応答の結果報告） 

  ２）「浦安アートプロジェクト」キックオフイベント開催結果 

 ３）「令和４年度 浦安市成人式 二十歳の集い」の開催について 

 ４）企画展「ふるさと浦安作品展」の開催について 

 ５）令和４年度第１回浦安市青少年センター運営協議会開催報告 

 ６）令和４年度第１回浦安市文化財審議会議事録（議事要旨） 

 ７）令和４年度第１回公民館運営審議会議事録（書面会議） 

 ８）令和４年度第１回図書館協議会議事録 

 ９）行事の開催案内 

 

（２）協議事項 

１）提言について  

 

 

 

 



（１）報告事項 

  各課の報告については、資料の配付をもって説明とした。委員からの主な

意見・質問等は以下のとおり。 

 

１）「第２次浦安市生涯学習推進計画・浦安市生涯スポーツ推進計画」に係る

施策事業の進捗状況について（令和４年度第２回定例社会教育委員会議の

際の質疑応答の結果報告） 

 

意見・質問等はなし 

 

２）「浦安アートプロジェクト」キックオフイベント開催結果 

委 員       当日、講演を聞いた感想は、浦安市にとって画期的な事業

だと思った。アートを通じて住み続けたい浦安をつくって

いただきたい。子どもたちを巻き込むプロジェクトにして

いただきたい。非常に期待のもてるものだと思った。 

委員長       プロジェクトの担当部署はどこになるのか。プロジェクト

の今後の展望を伺いたい。 

事務局       浦安アートプロジェクトは、東京藝術大学との連携事業と

なっており、担当課は生涯学習課である。アートを通じて

市の様々な課題に気付いてもらうことが狙いとなってい

るため、他課と連携しながら実施していく。「浦安アート

プロジェクト」キックオフイベントの内容については、動

画配信で公開しているので、是非、ホームページをご覧に

なっていただきたい。 

今後の展望としては、多様な課題に対してアプローチをし

ていきたい。イベントは、その都度情報発信していくが、

直近のイベントとしては、11月20日に中央公民館で、小学

生以上を対象にしたワークショップ『「ポンプ場」から浦

安の未来を創造してみよう』の開催を予定している。 

 

３）「令和４年度 浦安市成人式 二十歳の集い」の開催について 

委 員       式典の来賓についてだが、中学校の現在の校長を招待する

のではなく、式典に参加する年代の当時の校長を招待した

ほうがよいのではないか。 

事務局       式典の内容については、成人式実行委員会で検討している

が、来賓は、市で検討し決定している。令和４年度の来賓



はまだ決まっていないので、検討の参考にしたい。 

委 員       成人式実行委員の状況を伺いたい。 

事務局       実行委員は、公募により選考した12名で構成されている。

６月以降、毎月１回実行委員会議を開催しており、そこで、

式典のテーマや内容、パンフレットの内容、記念品などを

協議している。９月15日には、今年度の式典のテーマを公

表した。今後は、実行委員会から、ＳＮＳを通じて、式典

に関する情報を発信してくことも予定している。 

委員長        成人式実行委員の男女比を教えてほしい。 

事務局       今年度は、男性７人、女性５人である。 

 

４）企画展「ふるさと浦安作品展」の開催について       

５）令和４年度第１回浦安市青少年センター運営協議会開催報告 

 

意見・質問等はなし 

 

６）令和４年度第１回浦安市文化財審議会議事録（議事要旨） 

委員長      文化財保護法が改正された要点について伺いたい。改正さ

れたことで、市の文化財についても見直しがあるのか。 

事務局      文化財保護法の無形文化財の部分が改正された。文化財の

区分には、元々、指定文化財、登録文化財があるが、指定

文化財は厳しく、重要な位置づけをもっている。また、建

物であれば、許可が認められたものだけが修理ができる。

登録制というのは、制度を柔らかくしたもので、無形文化

財の登録制を設ける改正があったものである。また市町村

も地域の特性に合わせて登録制度を設けることができるよ

うになった。令和４年３月に千葉県は登録制度を設けたこ

とから、市も登録制度について考えていくこととなってい

る。 

 

７）令和４年度第１回公民館運営審議会議事録（書面会議） 

委員長      公民館運営審議会委員の多くの意見として、公民館情報紙

「ルネサンス」の発行を望んでいる。生涯学習課では、浦

安市生涯学習情報提供システム「まなびねっとURAYASU」や

ツイッターで情報を発信しているが、情報格差の対応策と

して紙媒体による発信も重要だと思う。この点について、



どう考えているのか。また、全ての公民館におけるWi-Fiル

ーターの設置状況について知りたい。 

事務局      公民館情報紙「ルネサンス」の発行については、令和３年

度より、年４回から年２回に変更となった。掲載内容につ

いても、主催事業の案内から事業報告等に変更した。新聞

折り込みでの配布を止めたことから、情報が届いていない

という意見に繋がっているのではないか。解決策として、

おさんぽバス内でのポスター掲示や、デジタルサイネージ

での情報発信を行っているが、未だ不十分だとの声もあり、

今後、再度、検討していく。 

         Wi-Fiルーターは、全館でモバイルWi-Fiを購入し、サーク

ルなどに貸出しを行っているので、団体活動で活用してい

ただいきたい。 

 

８）令和４年度第１回図書館協議会議事録 

委員長       公益社団法人日本図書館協会の施設会員を退会したことで、

今後、図書館運営に影響はないのか。 

事務局      公益社団法人日本図書館協会は、図書館に関する情報発信、

職員研修などを行っている団体である。施設会員は退会し

たが、図書館に関する情報収集については、個人会員とし

て入会している職員から情報を得ることができる。また、

職員研修については、千葉県が主催する研修に参加するこ

とでスキルアップに繋げている。 

９）行事の開催案内 

意見・質問等はなし 

（２）協議事項 

１）提言について  

事務局より、提言書作成のための基礎資料となるアンケート

調査の実施状況について、中間報告をした。 

 

 意見・質問等はなし 

（３）その他 

 １）次回の会議日程について事務局より説明 

   令和４年度第４回定例社会教育委員会議 

   日時：令和４年11月16日（水）午後２時から 

   場所：市役所 ４階 Ｓ３・Ｓ４会議室 


